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重 要 事 項 説 明 書 
                    

             
当事業所はご契約者に対して、指定訪問介護を提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、次の通り説明します。 
 

 この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運
営に関する基準（平成 11年厚生省令第 37号）」第 8条の規定に基づき、訪問介
護サービス提供契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容
を記したものです。 

 
 
１ 指定訪問介護を提供する事業者について 
 

事業者名称 社会福祉法人 秀幸福祉会  

代表者氏名  理事長 中尾 巖 

所在地 
（連絡先） 

大阪府茨木市庄二丁目７番３５号 
電話０７２－６３１－５１５１ ＦＡＸ０７２－６３１－５１４１ 

 
２ ご契約者へのサービス提供を担当する事業所について 
 (1)事業所の所在地等 

事業所名称 高槻エルダーセンター 

介護保険指定 
事業者番号 

 平成１６年１月１日 大阪府指定   
（第２７７０９０１７４８号） 

事業所所在地 大阪府高槻市東五百住町二丁目４番３２号 

管理者氏名   中世 勝久  

連絡先 
相談担当者名 

電話０７２―６９０―５１５１ ＦＡＸ０７２－６９０－５１４１ 
緊急時連絡先０８０－２４３１－３２６４ 
サービス提供責任者 高橋 かなめ 

事業所の通常の 
事業実施地域 

 高槻市,茨木市 

 

 (2)事業の目的および運営方針 

事業の目的 

 

 

高槻エルダーセンターにおいて実施する指定訪問介護事業の適正な運

営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定めるこ

とにより、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、ご契約者の

立場に立った適切な指定訪問介護を提供することを目的とします。 

運営方針 

 

 

 

 

 

この事業所が実施する事業はご契約者が要介護状態等となった場合に

おいても、ご契約者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。

事業にあたってはご契約者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在

宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び

福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 
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(3)サービス提供可能な日と時間帯 
営 業 日 祝日含む月曜日～土曜日(１月１日～３日を除く) 

営 業 時 間  ８時～２０時 

  
 (4)事業所窓口の営業日及び営業時間 

営  業  日 祝日含む月曜日～土曜日(１月１日～３日を除く) 

営 業 時 間  ９時～１７時１５分 

  
(5)事業所の職員体制 
事業所の管理者  中世 勝久 

 
職   種 職 務 内 容 配 置 基 準 

サービス提供責任者 

利用申込みに係る調整 

訪問介護員の技術指導 

訪問介護計画の作成 

利用者の数が４０又は

その端数を増すごとに

１人以上 

訪問介護職員  指定訪問介護の提供 常勤換算で 2.5以上 

 
３ 提供するサービスの内容と料金および利用料について 
 
 (1)提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類       サ ー ビ ス の 内 容 

身

体

介

護 

 

食事介助 食事の介助を行います。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

衣類着脱の介助 衣類の着脱の介助を行います。 

服薬介助 配剤された薬の確認、服薬の確認を行います。 

入浴の介助 入浴の介助を行います。 

身体の清拭洗髪 体を拭きます。（手浴、足浴、洗髪を行います） 

通院介助 

 

病院への付き添い（公共の交通機関、タクシー）、院内での

介助を行います。（院内介助の必要性が認められる場合に限

ります。） 

買物介助 買物の同行を行います。（場所や時間等制限あり） 

自立支援の為の

見守り的援助 

ご契約者と一緒に手助けしながら行う調理その他の家事

（安全確認の声かけ疲労の確認を含む） 

その他 その他必要な身体の介護 

 

生

活

援

助 

 

調理 ご契約者の食事の調理を行います。(ご家族分の調理は行い

ません) 

衣類の洗濯、補

修 

ご契約者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行

いません) 

住居等の掃除、

整理整頓 

ご契約者の居室の掃除を行います.(利用者の居室以外の居

室、庭等の敷地の掃除は行いません) 

買物 ご契約者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。

(預金、貯金の引き出しや預け入れは行いません。) 

その他 その他必要な家事 
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（２）提供するサービスの料金とその利用料について 

内
容 

 

所要時間 

 

所定単位 

 

地域加算 

(×10.84） 

身
体
介
護
中
心 

２０分以上 

３０分未満 

 

244単位 

 

2,645円 

３０分以上 

１時間未満 

 

387単位 

 

4,195円 

１時間以上 

１時間３０分未満 

567単位 

以降３０分ごとに 82 単位加算 

6,146円 

以降３０分ごとに 889 円加算 

活
援
助
中
心 

２０分以上 

４５分未満 

 

179単位 

 

1,940円 

 

４５分以上 

 

220単位 

 

2,385円 

 

※自己負担額は介護保険負担割合に応じた額をお支払い頂きます。 

※夜間（午後６時～８時）は、上記費用に２５％加算されます。 

※新規に訪問介護計画を作成したご利用者様に対して、初回に実施した訪問介護と同月内

に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護

を行う際に同行訪問した場合に初回加算（２００単位）が算定されます。 

※入院等で２か月以上休止があった場合、再開時初回加算が算定されます。 

※ご契約者やその家族等から要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連

携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の

訪問介護員が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合に緊急時訪問

介護加算（１００単位／回）が算定されます。 

※生活機能向上連携加算１００単位 

※介護職員処遇改善加算などとして、 

介護職員等改善加算Ⅰ（ロ）（単位全体の 28.7％） 

※特定事業者加算（Ⅱ）（基本単位の 10％） 

 

 

（３）訪問介護サービスの費用について 

 １ヶ月あたりの利用者負担の目安（利用料とその他の費用の合計） 

          

            円 

    ※ここに記載した金額は概算のものです。実際のお支払いはサービス 

     内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 
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４ その他の費用について 

①  交通費  
 ご契約者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、
交通費の実費を請求いたします。 

② キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセル通知
の時間によりキャンセル料を請求させていただきます。 

利用予定日の前日までにご連絡
頂いた場合 

キャンセル料は不要です 

利用予定日の前日までにご連絡
がなかった場合 

当日の利用料金の１０％ 

 （自己負担相当額） 
※但しご契約者の病変、急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 

 サービス提供にあたり必要となるご契約者の居宅で使用する電気、ガス、水
道の費用はご契約者の別途負担となります。 

①交通費に関して、自動車を使用した場合、地図平面上直線距離にして 

（１） 事業所から片道おおむね５キロメートル未満：３００円 

（２）事業所から片道おおむね５キロメートル以上１０キロメートル未満：４００円 

（３）事業所から片道おおむね１０キロメートル以上：５００円  

 

５ 利用料、その他の費用の、請求および支払い方法について 

① 利用料、その他の費用の請求 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用は

サービス提供ごとに計算し、利用月ごとに請求いたします。 

イ 請求は末締めとし、請求書を利用月の翌月１０日以降にお渡しします。 
② 利用料、その他の費用のお支払い 

ア 介護利用料は、利用月の翌月２７日・介護保険外利用料は利用月の翌
月２２日にご利用の金融機関口座より引落しさせていただきます。 

イ お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管 
   をお願いします。 
 ウ 「預金口座振替依頼書」の不備や残高不足等により、引落し出来なかっ

た場合は、月末までに指定の口座に振り込みをお願いいたします。 
   （振込手数料はご負担願います） 
※利用料その他の費用の支払いについて、支払い期日から２ヶ月以上遅延し、
さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いがない場合には、契約を解約
した上で、未払い分をお支払いいただくことになります。 

 
６ サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたって

は複数の訪問介護員が交替してサービスを提供する場合があります。 

（２）訪問介護員の交替 

① ご契約者からの交替の希望 

ご契約者の事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、相談担

当者まで、ご相談ください。 

※ご契約者のご希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制な

どにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 
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②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の事情や、長期にわたる担当者のサービスの活性化のために、訪問

介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合はご契約者

及びそのご家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に

配慮します。 

 

７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① ご契約者及びそのご家族に
関する秘密の保持について 

 

 事業者及び事業者の使用する者は、サー
ビス提供をする上で知り得たご契約者及び
そのご家族に関する秘密を正当な理由な
く、第三者に漏らしません。 
この秘密を保持する義務は、契約が終了

した後も継続します。 
事業者は、ご契約者の個人情報について

「個人情報の保護に関する法律」及び厚生
労働省が策定した「医療・介護関係従事者
における個人情報のためのガイダンス」を
遵守し、適切な取扱いに努めます。 

②  個人情報の保護について 
 
 
 

 事業者は、ご契約者から予め文書で同意
を得ない限り、サービス担当者会議におい
て、ご契約者の個人情報を用いません。ま
た、ご契約者のご家族の個人情報について
も、予め文書で同意を得ない限り、サービ
ス担当者会議でご契約者のご家族の個人情
報を用いません。 
事業者は、ご契約者及びそのご家族に関

する個人情報が含まれる記録物について
は、善良な管理者の注意をもって管理し、
また処分の際にも第三者への漏洩を防止す
るものとします。 

 

８ 緊急時の対応方法について 

サービス提供中にご契約者に緊急の事態が発生した場合、ご契約者の主治医にご

連絡するとともに、予め指定する連絡先にも連絡します。 

主 

治

医 

ご契約者の主治医  

所属医療機関名称  

所在地及び電話番号  

ご

家

族

等 

緊急連絡先の家族等  

住所及び電話番号  
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９ サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受

け付けるための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとお

りとします。 

・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況詳細を把握する為状況の聞き取 

 りや事情の確認をおこなう。 

・管理者は従業者に事実関係を行う。 

・相談担当者は把握した状況を管理者とともに検討を行い、時下対応を決定す 

る。 

・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行なうとともに、利 

 用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。（時間を要する内容もその旨 

を翌日までには連絡する。 

 

(2) 苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 
社会福祉法人 秀幸福祉会 
高槻エルダーセンター 
担当者 中世 勝久 

所在地 高槻市東百五百住町二丁目４―３２ 

電話  ０７２－６９０－５１５１ 

ＦＡＸ ０７２－６９０－５１４１ 

受付時間 午前９時００分～午後５時１５分 

【市町村の窓口】 
高槻市 
健康福祉部福祉指導課 

所在地 高槻市桃園町２番１号 

電話  ０７２－６７４－７８２１ 

ＦＡＸ ０７２－６７４－７８２０ 

受付時間 午前８時４５分～午後５時１５分 

【市町村の窓口】 
 高槻市  
 健康福祉部長寿介護課 

所在地 高槻市桃園町２番１号 

電話  ０７２－６７４－７１６７ 

ＦＡＸ ０７２－６７４－７１８３ 

受付時間 午前８時４５分～午後５時１５分 

【市町村の窓口】 
 茨木市 
 健康福祉指導監査課 

所在地 茨木市駅前３丁目８番１３号 

電話  ０７２－６２０－１８０９ 

ＦＡＸ ０７２－６２３－１８７６ 

受付時間 午前８時４５分～午後５時１５分 

【市町村の窓口】 
 茨木市 
 健康福祉部長寿介護課 
  

所在地 茨木市駅前３丁目８番１３号 

電話  ０７２－６２０－１６３９ 

ＦＡＸ ０７２－６２０－５９５０ 

受付時間 午前８時４５分～午後５時１５分 

【公的団体の窓口】 
大阪府国民健康保険団体連合会 
介護保険室介護保険課 

所在地 大阪市中央区常磐町１丁目３番８号 

           中央大通ＦＮビル内 

電話  ０６－６９４９－５４１８ 

ＦＡＸ ０６－６９４９－５４１７ 

受付時間 午前９時００分～午後５時００分 



7 

 

【公的団体の窓口】 
大阪府社会福祉協議会 
 運営適正化委員会 
 福祉サービス苦情解決委員会 

所在地 大阪市中央区谷町７丁目４番１５号 

         大阪府社会福祉会館２階 

電話  ０６－６１９１－３１３０     

ＦＡＸ ０６－６１９１－５６６０ 

受付時間 午前１０時００分～午後４時００分 

 

１０ 事故発生時の対応措置について 

当事業所がご契約者に対して行う指定訪問介護支援の提供により、事故が発 

生した場合は、速やかにご契約者のご家族・市町村等に連絡を行うとともに, 

必要な措置を講じます。 

また、当事業所がご契約者に対して行った指定訪問介護支援の提供により、 

賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

なお事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

 保険会社名    あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 保険名      損害賠償保険 

 

１１ 高齢者虐待防止について 

   事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に揚げる措置を講じるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備すること。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施 

   する。 

（４）虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家

族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見

した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

（その他運営に関する重要事項） 

１２ 衛生管理及び感染症の対策等 

   訪問介護員（従事者）等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに 

   事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 

 ２ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる 

   措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。 

（１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむ

ね６ヵ月に一回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知

徹底を図る。 

（２）感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

（３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び定期的 

に（年一回以上）実施する。 
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１３ 非常災害対策 

  （１）事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り組

みを行います。 

         非常対策に関する担当者： 中世 勝久 

  （２）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通

報および連携体制を整備してそれらを定期的に従業員に周知します。 

  （３）年２回定期的に避難救出その他、必要な訓練を実施します。 

 

１４ 業務継続計画の策定等について  

(１) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講

じます。  

(２) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施します。  

(３) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行います。  

 

１５ ハラスメント対策について  

   事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環

境が築けるようハラスメント防止に向け取り組みます。  

①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要か

つ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。  

1.身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為  

2.個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりす 

 る行為  

3.意に沿わない性的行動、行為的態度の要求等、性的ないやがらせ行為  

上記は当該法人職員、取引先事業者の方、利用者及びその家族等が対象とな 

ります。 

②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再 

 発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止を検討します。        

③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実 

 施します。  

  また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状 

  況の把握に努めます。  

④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、 

環境改善に対する必要な措置、利用契約の解除等の措置を講じます。 
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 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日        年   月   日 

 

上記内容について、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）」第 8 条の規定に基づき、ご契約者に説明を行

いました。 

 

事 

 

業 

 

者 

所 在 地  茨木市庄二丁目７－３５ 

法 人 名  社会福祉法人 秀幸福祉会 

代表者名 理事長 中尾 巖               印 

事業所名  高槻エルダーセンター 

説明者氏名                        印 

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

ご契約者 

住 所 

 

 

氏 名                   印 

 

 

代理人 

住 所 

 

 

氏 名                   印 

    【ご契約者との関係：             】 


